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第１章 環境基本計画の基本的事項 

１ 計画の策定の背景と目的 

私たちのまち武蔵村山市（以下「本市」という。）は、狭山丘陵の自然を有し、都心

近郊のみどり豊かな住宅都市として発展してきました。そして、自然や文化、産業、観

光が一体となったまちづくりに取り組んでいます。 

本市では、平成１６年７月に「武蔵村山市環境基本条例」（以下「環境基本条例」と

いう。）を施行しました。この条例は、環境保全に関する基本理念、市・市民・事業者

の責務、そして環境保全に関する基本的な施策を定めたものです。 

さらに、環境基本条例第８条に基づき、その基本理念を具体化し、環境保全施策を総

合的かつ計画的に推進するため、平成１８年１２月に「武蔵村山市環境基本計画」（以

下「第一次計画」という。）を策定しました。 

その後、第一次計画の目標年度である平成２７年度を迎え、平成２８年３月に「武蔵

村山市第二次環境基本計画」（以下「第二次計画」という。）を策定しました。 

第二次計画の策定以降、世界では持続可能な社会の実現に向けた動きが加速しており、

国も２０５０年カーボンニュートラルへの対応や気候変動への適応、循環型社会、生物

多様性の保全への対応などの環境課題の解決に向けた政策を打ち出しています。本市に

おいても、令和４年９月の市議会定例会において、市長が「２０５０年までに二酸化炭

素排出量を実質ゼロとする『ゼロカーボンシティ』の実現」を目指すことを宣言し、脱

炭素社会の実現に向けて、全力で取り組んでいるところです。 

環境を取り巻く課題は、本市だけで解決できる問題ではなく、一人一人のライフスタ

イルの転換や事業者の事業活動の転換も求められます。この度、第二次計画の策定から

１０年が経過し、目標年度を迎えることから、国内外の社会情勢の変化や新たな環境課

題へ対応するため、「武蔵村山市第三次環境基本計画」（以下「本計画」という。）を

策定します。 

 

 

  

武蔵村山市環境基本条例（抜粋） 平成１６年武蔵村山市条例第１５号 

（目的） 

第１条 この条例は、環境の保全、回復及び創造（以下「環境の保全等」という。）について、

基本理念を定め、並びに武蔵村山市（以下「市」という。）、市民及び事業者の責務を明ら

かにするとともに、環境の保全等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、その

施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたって市民が自然と共生し、健

康で安全かつ快適な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保することを目的とする。 

（基本理念） 

第３条 環境の保全等は、市民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要とする良好な環境

を確保し、これを将来の世代に継承していくことを目的として行われなければならない。 

２ 環境の保全等は、人と自然とが共生し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型

社会を構築することを目的として行われなければならない。 

３ 環境の保全等は、すべての日常生活及び事業活動においてすべての者が協働することによ

って積極的に推進されなければならない。 
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２ 計画の位置付け 

本計画は、環境基本条例に基づき定めるもので、｢武蔵村山市第五次長期総合計画（令

和３年度～１２年度）」を上位計画とし、環境分野を担う基本計画として、位置付けて

います。 

なお、｢武蔵村山市第二次まちづくり基本方針」などの関連計画等における環境に関

する施策とも整合性を図ります。 

 

＜環境基本計画の位置付け＞ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間 

本計画の計画期間は、令和８年度から令和１７年度までの１０年間とします。 

ただし、計画期間中にあっても、環境問題や社会情勢等の変化が生じた場合、必要に

応じて見直しを行うこととします。 

令和 

８ 

年度 

令和 
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年度 

令和 

１０ 

年度 

令和 
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年度 
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（国）環境基本法⇒環境基本計画 

武蔵村山市環境基本条例 

武蔵村山市第五次長期総合計画 

武蔵村山市第三次環境基本計画 

【関連計画等】 

武蔵村山市第二次まちづくり基本方針 

武蔵村山市第三次みどりの基本計画 

武蔵村山市一般廃棄物処理基本計画（改訂版） 

武蔵村山市第四次地球温暖化対策実行計画 

武蔵村山市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

武蔵村山市第三次農業振興計画 

武蔵村山市空家等対策計画 

武蔵村山市第六次生涯学習推進計画 

(東京都）環境基本条例⇒環境基本計画 

武蔵村山市第三次環境基本計画 
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４ 計画の対象地域 

本計画の対象地域は、武蔵村山市全域とします。ただし、市単独では解決が容易でな

い問題については、周辺自治体や国、東京都との連携を図ります。 

 

５ 計画の推進主体 

本計画の推進主体は、環境基本条例に基づき、市・市民・事業者です。 

市・市民・事業者は、環境基準の遵守と維持に努め、それぞれの立場でそれぞれの役

割を担い、相互に連携を図りながら、積極的に行動することが基本になります。 

 

＜計画の推進主体とその責任と役割＞ 

 

 

  

•自ら率先して環境負荷の低減に取り組みます。

•環境に関する施策を策定し、市民・事業者と連携を図りな
がら取組を実施します。

•市民・事業者が環境保全等に関し理解を深め、意識の向上
を図るとともに、取組を推進するため、環境の保全等に関
する学習の機会や情報の提供、活動の支援を行います。

市の責任と
役割

•日常生活において、環境に配慮した生活を行い、環境の負
荷の低減に努めます。

•環境の保全等に関する学習の機会や地域活動に積極的に参
加するなど、身近なところから主体的に取り組みます。

•環境に配慮された製品やサービスを優先的に選択します。

市民の責任
と役割

•関係法令を遵守し、事業活動に伴う環境負荷の低減に努め
ます。

•事業活動に係る製品等を使用又は廃棄することによる環境
への負荷を低減するために、主体的に取り組みます。

•環境負荷の低い製品やサービスの提供に努めます。

•環境の保全等に関する情報を積極的に収集・活用するとと
もに、地域活動へ参加します。

事業者の
責任と役割
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気候変動 

（地球温暖化の防止、脱炭素社会の形成、気候変動への適応） 

 

 

６ 計画の対象とする範囲 

本計画の対象とする範囲は、「自然・都市環境」、「循環型社会」、「生活環境」、

「気候変動」として区分します。また、これらの４つの環境区分と横断的に関わる「環

境学習と参加・協働の推進」を範囲に含めます。 

 

＜計画の対象とする範囲＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自然・都市環境 

（樹林地・緑地・農地、水辺、

動植物、生物多様性、 

景観、公園、歴史的文化遺産） 

生活環境 

（大気汚染、悪臭、水質汚濁、 

騒音・振動、土壌汚染・ 

地下水汚染・有害化学物質、 

不法投棄、空き家） 

循環型社会 

（４Ｒ、食品ロス、 

プラスチックごみ、 

適正処理） 

＜横断的な対象＞ 

環境学習と参加・協働の推進 

 


